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平成２１年１０月２日 

都 道 府 県 薬 剤 師 会 会 長 殿 

 

日 本 薬 剤 師 会     

会 長  児 玉  孝  

 

「新型インフルエンザ（Ａ／Ｈ１Ｎ１）ワクチン接種の基本方針」等について 

 

平素より、本会会務に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

 さて、１０月１日に政府の「基本的対処方針」が改定されたことについては、本日

付日薬業発第２３９号でお知らせしておりますが、併せて、ワクチンの確保、接種等

について定めた「新型インフルエンザ（Ａ／Ｈ１Ｎ１）ワクチン接種の基本方針」（以

下「基本方針」）が同日公表されましたので、下記のとおり、関係資料とともにお知ら

せいたします。 

 基本方針によると、新型インフルエンザ（Ａ／Ｈ１Ｎ１）ワクチン接種の目的は、「死

亡者や重症者の発生をできる限り減らすこと及びそのために必要な医療を確保するこ

と」とされており、感染防止を目的とするものではないことが示されています。 

 基本方針には、ワクチン接種の優先接種対象者、ワクチンの確保、接種方法、費用

負担、安全性及び有効性の確保と健康被害の救済、広報等に関する方針が明示されて

おり、ワクチン接種の優先接種対象者は、基本方針の３．に示された通りです。 

「新型インフルエンザ（Ａ／Ｈ１Ｎ１）ワクチンの接種について」（下記資料３）の

２．（２）には、優先接種対象者についての考え方が示されており、また「受託医療機

関等における新型インフルエンザ（Ａ／Ｈ１Ｎ１）ワクチン接種実施要領（案）」（下

記資料４）の３．（１）①には、優先接種対象者のうち「新型インフルエンザ患者の診

療に直接従事する医療従事者」の範囲が具体的に示されています。すなわち、原則と

して医業をなす病院または診療所において新型インフルエンザの診療に直接従事する

医療従事者、とされており、具体的診療科及び職種が示されています。 

 新型インフルエンザ（Ａ／Ｈ１Ｎ１）ワクチンについては、生産量に限りがあり、

かつ順次供給されることから、上記の目的に基づき、国が主体となって優先接種対象

者を定めてワクチン接種が実施されます。 

貴会におかれましては、新型インフルエンザ（Ａ／Ｈ１Ｎ１）の特徴やワクチン接

種の目的をご理解いただき、会員から地域住民に対し、治療薬や療養等による対応や、

ワクチンの有効性・安全性等に関する情報も含めて、適切な情報提供がなされるよう、

会員への情報提供等につきよろしくお願い申し上げます。 



 

記 

 

１．新型インフルエンザ（Ａ／Ｈ１Ｎ１）ワクチン接種の基本方針 

（平成２１年１０月１日．新型インフルエンザ対策本部） 

 

２．今後の新型インフルエンザ対策について－ワクチン接種の基本方針－ 

（平成２１年１０月１日．厚生労働省） 

  

 ３．新型インフルエンザ（Ａ／Ｈ１Ｎ１）ワクチンの接種について 

   （平成２１年１０月２日．厚生労働省） 

 

 ４．受託医療機関等における新型インフルエンザ（Ａ／Ｈ１Ｎ１）ワクチン接種実

施要領（案）（抜粋） 

 

以 上 

 

 

 






















































